
お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８ 

地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577 

平成３０年１１月１９日（月） 第５４８号 

ご意見は 
こちらまで 

 当事務所では、青森県内の国道、４号・７号・４５号（八戸南環状道路・八戸南道路・上北道含む）・
１０１号（津軽自動車道）・１０４号（八戸市～南部町4号交差点）の管理区間延長３１４㎞について、
４つの出張所で管理しています。 
 今冬の除雪作業の出動前に、道路交通の確保にあたり、除雪作業の安全を誓うとともに作業員の健康を
願って各出張所ごとに「除雪機械出動式」を行っています。 
 11月１日（水）には青森国道維持出張所管内の青森東防災ステーションで行われた出動式では、青森
県・青森市との合同での開催となり、弘前（１１／２）・十和田（１１／８）・八戸（１１／９）の各出
張所でも行われました。 
 今冬も、道路利用者の方々や沿道住民の方々が安全で安心して利用できる道路を目指し除雪作業を行っ
てまいります。 

初冬期に発生する「スリップ事故」や
「坂道を登れない」などのトラブルを未然
に回避するため、「冬タイヤの早期装着」
を呼びかけています。
冬期間は、急激な気象の変化、路面状況

の変化が発生します。早めのタイヤ交換を
お願いします！

除雪機械の体験学習の様子（青森東保育園園児）

青森国道維持出張所出動式 
11月1日 

十和田国道維持出張所出動式 

（11月8日） 

八戸国道出張所出動式 

（11月9日） 

弘前国道維持出張所出動式 

（11月2日） 
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